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松屋農業生産組合が直播き飼料稲ほ場に除草剤を散布

下関農林事務所畜産部
平成23年５月30日

松屋農業生産組合は、山口県酪との利用供給契約に基づく飼料用稲の直播き栽培に取
り組んでおり、平成23年度は５月17日に約2.5haを播種しました。

松屋で取り組んでいる直播技術体系のポイントは、代掻き直後（濁り水の中）のは種
と、発芽確認直後の除草剤散布の２つの技術です。５月23日の現地調査で、発芽が概ね
確認されたため、同日、直ちに入水を開始し湛水して、翌24日に直播用の除草剤を散布
しました。

散布は散粒機を利用し、３メートルの直管塩化ビニールパイプを継ぎ足して行いまし
た。やや風が強かったものの風上からの散布に努め、畦畔からの散布で作業を終えるこ
とができました。

松屋では、６月下旬に飼料用専用品種「たちすずか」の稚苗移植による試験栽培（約19
ａ）も計画しており、農林事務所では、直播と同様に今後も適期作業の実施を指導して
いきます。
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